
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
出
家

・
在
家

・
僧

大

平

寛

龍

目
　
次

は
じ
め
に

一
、
日
蓮
遺
文
に
お
け
る
戒

二
、
日
蓮
遺
文
に
お
け
る
在
家

三
、
日
蓮
遺
文

に
お
け
る
出
家

四
、
日
蓮
遺
文

に
お
け
る
僧

・
出
家

。
在
家

お
わ
り
に

は

じ

め

に

十
六
歳

で
出
家
さ
れ
た
と

い
わ
れ
る
日
蓮
聖
人

（
一
一
〓
一二
～

一
二
八
一
し

に

つ
い
て
、
北
川
前
肇
氏
は
、
「
日
蓮
は
、
出
家
主
義

を
第

一
と
し
、

『法
華
経

の
行
者
』
と
し
て
の
自
覚

の
基

に
、
そ

の
生
涯
を
貫

い
た
」
と
指
摘
す

る
。
そ
し
て
日
蓮
聖
人

の
出
家

に

つ
い
て
、
「
日
蓮
が

『法
華
経

の
行
者
』
と
し
て
自
己

の
行
動
を
位
置
づ
け

て

い
る
こ
と
は
、
世
俗

の
倫
理
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
る

社
ネ
学
業
　
第
二
十

一
号



の
で
は
な
く
、
仏
法
に
基
づ
く
倫
理
が
、
そ
の
行
動
を
支
え
て
い
た
」
と
述
べ
る
。
日
蓮
聖
人
の
出
家
に
つ
い
て
は
、
家
永
三
郎
氏

が
、
「正
法
を
信
ず
る
出
家
と
し
て
の
誇
を
高
ら
か
に
う
た
い
、
世
俗
的
権
力
の
侵
犯
を
許
さ
な
い
出
家
の
尊
厳
を
力
説
し
て
い
る

日
蓮
の
立
場
」
が
、
『撰
時
抄
』
の

「王
地
に
生
レ
た
れ
ば
身
を
ば
随
へら
れ
た
て
ま
つ
る
や
う
な
り
と
も
、
心
を
ば
随
へら
れ
た
て
ま

つ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う

一
文
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
言
及
さ
れ
て
い
る

「出
家
」
の
意
味
す
る
所
に

つ
い
て
は
、
日
蓮
聖
人
の
佐
渡
で
の
厳
し
い
生
活
を
指
し
て
、
「飢
餓
に
せ
め
ら
れ
た
配
所
の
生
活
は
世
間
的
に
見
れ
ば

『よ
ろ
こ

び
』
と
は
、
お
よ
そ
か
け
は
な
れ
た
悲
哀
の
境
遇
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
出
世
間
的
な
発
想
に
よ
る
日
蓮
の
思
想
的
分
別
は
世

間
の
思
慮
を
超
え
て
法
華
経
の
ゆ
え
に
肉
体
の
苦
難
に
ま
さ
る

『よ
ろ
こ
び
』
を
も
ち
え
た
の
で
あ
る
」
と
兜
木
正
亨
氏
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
「出
世
間
」
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、　
一
層
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る

「出
家
」
や

「出
世
間
的
な
発
想
」
と
は
、
い
っ
た
い
日
蓮
聖
人
の
如
何
な
る
認
識
の
も
と
で
、
如

何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
時
に
、
日
蓮
聖
人
の
世
間
に
対
す
る
認
識
や
、
出
家

。
在
家
に
対
す
る
見
解

に
つ
い
て
も
、
如
何
な
る
も
の
だ

っ
た
の
か
と
い
う
問
い
が
わ
き
起
こ
る
。
ま
た
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
出
家
と
在
家
の
問
題
を
考

え
る
場
合
、
高
木
豊
氏
の

「在
家
生
活
を
離
脱
し
、
文
字
通
り
専
持
法
華
に
い
そ
し
む
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
を
ひ
と
に
も
勧
め
て

い
く
リ
ー
ダ
ー
を
僧
と
し
た
」
と
い
う
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
出
家
と
僧
に
関
す
る
言
及
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
た
め
日
蓮
聖
人
に

お
け
る
出
家
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
聖
人
の
僧
侶
観
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
で
、
日
蓮
聖
人
の
出
家
や
在
家
、
僧
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
無
視
で
き
な
い
の
は
日
蓮
聖
人
の

戒
観
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
小
稿
で
は
ま
ず
、
御
遺
文
に
示
さ
れ
る
日
蓮
聖
人
の
戒
観
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な

が
ら
整
理
を
行
い
た
い
。
続
い
て
日
蓮
聖
人
の
在
家
に
対
す
る
信
行
観
を
確
認
し
た
上
で
、
出
家
、
そ
し
て
僧
に
対
す
る
日
蓮
聖
人

の
認
識
に
つ
い
て
、
特
に
在
家
に
対
す
る
そ
れ
と
の
対
比
を
意
識
し
つ
つ
、
御
遺
文
の
上
か
ら
考
察
を
試
み
る
。
な
お
考
察
に
あ
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８

）

た

っ
て
は
、
真
蹟
や
真
蹟
の
断
片
が
存
在
す
る
も
の
、
ま
た
は
か

つ
て
存
在
し
た
御
遺
文
を
用
い
る
。

日
蓮
遺
文
に
お
け
る
戒

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
戒
観

の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
特
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
「末
法
無
戒
」
「受
持
即
持

戒
」
に
関
し
て
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
御
遺
文
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
は
戒
に
つ
い
て
如
何
に
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。
今

一

度
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

日
蓮
聖
人
は
、
自
身
の
生
ま
れ
た
時
代
に
つ
い
て
、
「当
世
は
正
像
二
千
年
す
ぎ
て
末
法
に
入
て
三
百
余
年
」
と

『南
条
兵
衛
七

郎
殿
御
書
』
で
述
べ
て
お
り
、
仏
滅
後
の
末
法
の
時
代
に
当
た
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
末
法
に
お
い
て
は
、
持
戒
も
破
戒
も

な
く
た
だ
無
戒
者
の
み
が
溢
れ
る
こ
と
を
、
同
じ
く

『南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
で
こ
う
説

い
て
い
る
。

仏
入
滅
の
次
日
よ
り
千
年
を
ば
正
法
と
申
ス
。
持
戒
の
人
多
ク
得
道
の
人
こ
れ
あ
り
。
正
法
千
年
の
後
は
像
法
千
年
也
。
破
戒
者

は
多
ク
得
道
す
く
な
し
。
像
法
千
年
の
後
は
末
法
万
年
。
持
戒
も
な
し
破
戒
も
な
し
、
無
戒
者
の
み
国
に
充
満
せ
ん
。
而
も
濁

世
と
申
ン
て
み
だ
れ
た
る
世
也
。

こ
う
し
た
悪
世
末
法
は
無
戒
者

の
み
で
あ
る
と

い
う
見
解
を
、
『四
信
五
品
砂
』
で
は
、
伝
最
澄
撰

『末
法
灯
明
記
』
の

「如
市

有
虎
」
の

一
文
を
引
用
し
な
が
ら
こ
う
述
べ
る
。

ま
た
教
大
師
、
未
来
を
誠
て
云
く
、
「末
法
の
中
に
持
戒

の
者
あ
ら
ば
、
こ
れ
怪
異
な
り
。
市
に
虎
あ
る
が
ご
と
し
。
こ
れ
誰

か
信
ず
べ
き
一Ｊ
こ

こ
の
引
用
文
は

「市
の
中
の
虎
」
や

「市
の
虎
」
と

い
っ
た
表
現
で
、
『祈
祷
砂
』
や

『富
木
入
道
殿
御
返
事
』
で
も
述
べ
ら
れ

日
立
空
人
に
お
け
る
虫
家

・
本
家

・
僧



て
お
り
、
日
蓮
聖
人
の
末
法
無
戒
の
考
え
を
示
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

「
日
蓮
は
無
戒
の
比
丘
な
り
」
と
も
述
べ
た
日
蓮
聖
人
は
、
末
法
無
戒
の
立
場
を
示
す

一
方
で
、
持
戒
に
つ
い
て
は

『守
護
国

家
論
』
で
法
華
経
の

一
節
を
引
用
し
つ
つ
こ
う
述
べ
て
い
る
。

法
華
経
に
云
く
、
「此
の
経
は
持
ち
難
し
、
も
し
暫
く
も
持

つ
者
は
、
我
即
ち
歓
喜
す
、
諸
仏
も
ま
た
然
な
り
、
か
く
の
ご
と

き
の
人
は
諸
仏
の
歎
す
る
と
こ
ろ
な
り
、
こ
れ
則
ち
勇
猛
な
り
、
こ
れ
則
ち
精
進
な
り
、
こ
れ
を
戒
を
持
ち
、
頭
陀
を
行
ず
る

者
と
名
づ
く
」
〈末
代
に
お
い
て
四
十
余
年
の
持
戒
な
し
。
た
だ
法
華
経
を
持
つ
を
持
戒
と
な
す
。
こ
れ
三
〉

こ
の
よ
う
に
末
法
に
お
け
る
持
戒
と
は
た
だ
法
華
経
を
受
持
す
る
こ
と
の
み
と
い
う
考
え
を
示
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
は
、
爾
前
の
戒

を
持
つ
立
場
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
『大
学
三
郎
殿
御
書
』
で
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

た
と
い
世
間
の
諸
戒
こ
れ
を
破
る
者
な
り
と
も
、
堅
く
大
小
権
実
等
の
経
を
弁
え
ば
、
世
間
の
破
戒
は
仏
法
の
持
戒
な
り
。
涅

槃
経
に
云
く

「戒
に
お
い
て
緩
な
る
者
を
名
け
て
緩
と
な
さ
ず
、
乗
に
お
い
て
緩
な
る
者
を
す
な
わ
ち
名
け
て
緩
と
な
す
」
等

Ｆ
ム
。
法
華
経
に
云
く

「
こ
れ
を
持
戒
と
名
く
」
等
一ム
云
。

こ
う
し
た
法
華
経
受
持
を
末
法
の
持
戒
と
見
た
日
蓮
聖
人
は
、
法
華
経
を
持
つ
功
徳
に
つ
い
て

『日
妙
聖
人
御
書
』
で
こ
う
述
べ

ＺＯ
。

妙
法
蓮
華
経
は
八
巻
な
り
。
（中
略
）
蓮
華
の
上
に
宝
珠
あ
り
。
妙
の

一
字
な
り
。
此
妙
の
珠
は

（中
略
）
六
度
の
功
徳
を
妙
の

一
字
に
を
さ
め
給
て
、
末
代
悪
世
の
我
等
衆
生
に

一
善
も
修
せ
ざ
れ
ど
も
六
度
万
行
を
満
足
す
る
功
徳
を
あ
た
へ
給
フ。
今
此

三
界
皆
是
我
有
其
中
衆
生
悉
是
吾
子
こ
れ
な
り
。
我
等
具
縛
の
凡
夫
忽
に
教
主
釈
尊
と
功
徳
ひ
と
し
。
彼
の
功
徳
を
全
体
う
け

と
る
故
な
り
。
経
二云
ク如
我
等
無
異
等
一ム
云
。
法
華
経
を
得
レ心
者
は
釈
尊
と
斉
等
な
り
と
申
ス文
な
り
。

こ
こ
か
ら
は
、
妙
法
蓮
華
経
の
妙
の

一
字
に
は
六
度
の
功
徳
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
末
代
悪
世
の
我
ら
凡
夫
も
法
華
経
を
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信
じ
持
つ
こ
と
で
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
日
蓮
聖
人
の
見
解
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
自
身
の
生
き
て
い
る
時
代
を
末
法
無
戒
の
時
代
と
捉
え
た
日
蓮
聖
人
は
、
法
華
経
を
行
じ
持
つ
な
ら
世
間
の
戒
は
間

わ
な
い
の
で
あ
り
、
法
華
経
を
持
つ
こ
と
が
末
法
の
持
戒
と
す
る
立
場
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
末
代
悪
世
の
日
本
国

に
お
い
て
、
法
華
経
を
持
ち
信
じ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
日
蓮
遺
文
に
お
け
る
在
家

末
代
悪
世
の
凡
夫
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
衆
生
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
は
在
家
信
徒
に
対
し
て
世
俗
で
の
生
活
を
否
定
し
た
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ

『檀
越
某
御
返
事
』
で
こ
う
激
励
し
た
。

御
み
や
づ
か
い

（仕
官
）
を
法
華
経
と
を
ぼ
し
め
せ
。　
一
切
世
間
治
生
産
業
ハ皆
与
二実
相
一不
立卜
相
違
背
・^セは
此
レ
な
り
。
か
へ

す
が
へ
す
御
文
の
心
こ
そ
を
も
い
や
ら
れ
候

へ
。

主
君
に
つ
か
え
る
こ
と
を
法
華
経
の
実
践
と
し
て
と
ら
え
た
日
蓮
聖
人
は
、
在
家
信
徒
の
世
俗
で
の
営
み
を
法
華
経
の
教
え
に
違

背
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
華
経
の
教
理
か
ら
積
極
的
に
肯
定
す
る
態
度
を
示
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
在
家
信
徒
に
対
し
て
日
蓮
聖
人
は
、
「在
家
の
諸
人
、
正
法
を
護
持
す
る
を
も
つ
て
生
死
を
離
る
べ
」
き
で
あ
り
、
ま

た

「在
家
の
諸
人
、
別
の
智
行
な
し
と
い
え
ど
も
、
謗
法
の
者
を
対
治
す
る
功
徳
に
依
り
て
、
生
死
を
離
る
べ
き
な
り
」
と

『守
護

国
家
論
』
で
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
在
家
信
徒
に
訴
え
た
の
は
、
謗
法
者
の
対
治
と
正
法
護
持
で
あ
り
、
特
に
智
慧
を
磨

く
修
行
を
求
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て

『十
章
抄
』
で
は
、
在
家
者
に
は
た
だ
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
こ
と
だ
け
を

求
め
て
い
る
。

日
逹
聖
人
に
お
け
る
ム
家
・
准
家
・
僣



真
実
に
円
の
行
に
順
じ
て
常
に
口
ず
さ
み
に
す
べ
き
事
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
り
。
心
に
存
ス
ベ
き
事
は

一
念
三
千
の
観
法
な

り
。
こ
れ
は
智
者
の
行
解
な
り
。
日
本
国
の
在
家
の
者
に
は
但

一
向
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
と
な
え
さ
す
べ
し
。
名
は
必
ス
体

に
い
た
る
徳
あ
り
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
在
家
者
に
対
し
、
世
俗
生
活
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
智
慧
を
磨
く
修
行
や

一
念
三
千
の
観
法
と
い
っ

た
修
行
も
求
め
ず
、
正
法
で
あ
る
法
華
経
の
護
持
を
重
視
し
、
た
だ
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
説
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

富
木
常
忍
の

『不
審
状
』
は
、
こ
う
し
た
日
蓮
聖
人
に
対
し
て
、
日
常
の
行
法
の
実
際
問
題
に
対
す
る
質
問
を
投
げ
か
け
た
も
の

と
さ
れ
る
。
こ
の

『不
審
状
』
に
応
え
た
と
さ
れ
る

『四
信
五
品
砂
』
は
、
富
木
氏
が

「法
華
行
者
位
並
用
心
書
也
」
と
加
筆
し
て

い
る
よ
う
に
、
末
代
に
お
け
る
法
華
行
者
の
信
行
の
在
り
よ
う
を
示
さ
れ
た
も
の
と
伝
わ

っ
て
い
る
。

富
木
氏
の
問
い
に
対
し
て
日
蓮
聖
人
は
、
『四
信
五
品
妙
』

の
巻
頭
で
ま
ず
、
「近
来
の
学
者

一
同
の
御
存
知
に
云
く
、
『在
世
滅

後
異
り
と

い
え
ど
も
、
法
華
を
修
行
す
る
に
は
必
ず
三
学
を
具
す
。　
一
を
欠
て
も
成
ぜ
ず
』
一ム
こ

と
述
べ
、
こ
う
し
た
常
識
的
な

修
行
の
概
念
を
と
ら
な
い
こ
と
を
説
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

余
ま
た
年
来
こ
の
義
を
存
す
る
処
、　
一
代
聖
教
は
且
ら
く
こ
れ
を
置
く
。
法
華
経
に
入

つ
て
こ
の
義
を
見
聞
す
る
に
、
序
正
の

二
段
は
且
ら
く
こ
れ
を
置
く
、
流
通
の

一
段
末
法
の
明
鏡
、
も

っ
と
も
依
用
と
な
す
べ
し
。
（中
略
）
こ
の
中
に
末
法
に
入
て

法
華
を
修
行
す
る
相
貌
分
明
な
り
。
（中
略
）
そ
の
中
の
分
別
功
徳
品
の
四
信
と
五
品
と
は
、
法
華
を
修
行
す
る
の
大
要
、
在

世
滅
度
の
亀
鏡
な
り
。
荊
籍
云
く
、
ヨ

念
信
解
と
は
、
即
こ
れ
本
門
立
行
の
首
な
り
」
と
一ム
云
。
そ
の
中
に
現
在
の
四
信
の
初

の

一
念
信
解
と
、
滅
後
の
五
品
の
第

一
の
初
随
喜
と
、
こ
の
二
処
は

一
同
に
百
界
千
如
、　
一
念
三
千
の
宝
筐
、
十
方
三
世
の
諸

仏
の
出
門
な
り
。
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こ
の
よ
う
に
、
末
法
に
お
け
る
行
は
法
華
経
分
別
功
徳
品
に
示
さ
れ
た
在
世
の
四
信
、
滅
後
の
五
品
を
亀
鏡
と
し
、
な
か
で
も

一

念
信
解

・
初
随
喜
こ
そ
が
そ
の
行
位
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
続
け
て
日
蓮
聖
人
は
、
天
台
大
師

・
妙
楽
大
師
の
両
者
が

一
念
信
解

と
初
随
喜
品
の
位
を
定
め
る
に
あ
た

っ
て
相
似
即

・
観
行
即

。
名
字
即
の
三
つ
の
異
な
る
解
釈
を
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
『摩
訂

止
観
』
第
七
で
は
、
「仏
意
知
り
が
た
し
、
機
に
赴
き
て
異
説
す
。
こ
れ
を
借
て
開
解
せ
ば
、
な
ん
ぞ
労
し
く
苦
に
話
ん
」
と
解
釈

し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
名
字
即
と
理
解
す
る
こ
と
が
経
文
に
か
な
う
も
の
と
し
た
。　
一
念
信
解
と
初
随
喜
の
位
を
六
即
の
う
ち
の

名
字
即
に
相
当
す
る
と
み
な
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
分
別
功
徳
品
の
中
で
、
仏
滅
後
の
五
品
を
説

い
て
、
「
し
か
も
毀
皆

せ
ず
し
て
、
随
喜
の
心
を
起
す
」
と
説
い
て
い
る
の
は
名
字
即
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、
ま
た
寿
量
品
に
説
か

れ
る
良
医
治
子
の
警
に
お
け
る
失
心

・
不
失
心
の
議
論
も
名
字
即
に
当
た
る
と
説
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
認
識
の
も
と
で
日
蓮
聖
人
は
、
「末
法
に
入
て
初
心
の
行
者
必
ず
円
の
三
学
を
具
す
る
や
い
な
や
」
と
の
問

い
か
け
に
、

「仏
正
し
く
戒
定
の
二
法
を
制
上
し
て
、　
一
向
に
慧
の

一
分
に
限
る
」
「初
心
の
者
が
兼
て
五
度
を
行
ず
れ
ば
、
正
業
の
信
を
妨
ぐ
る

な
り
」
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
た
だ
慧
の

一
行
を
修
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
、
他
の
戒
定

の
二
法
や
五
度
等
を
修
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
小
舟
に
財
を
積
ん
で
海
を
渡
ろ
う
と
し
て
か
え

っ
て
沈
没
し
て
し
ま
う
よ
う
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
慧
を
修
す
る
こ
と
も
、
在
世
や
正

・
像
の
時
代
に
お
け
る
よ
う
な
修
行
や
観
法
に
よ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、

慧
ま
た
堪
え
ざ
れ
ば
信
を
以
て
慧
に
代
う
。
信
の

一
字
を
詮
と
な
す
。
不
信
は

一
聞
提
謗
法
の
因
、
信
は
慧
の
因
、
名
字
即
の

位
な
り
。

と
、
信
に
よ
る
観
心
と
い
う
立
脚
点
を
述
べ
て
い
る
。

よ

っ
て

「問
う
、
汝
な
ん
ぞ

一
念
三
千
の
観
門
を
勧
進
せ
ず
し
て
、
た
だ
題
目
許
り
を
唱
え
し
む
る
や
」
の
問
い
に
も
、
「妙
法

蓮
華
経
の
五
字
は
経
文
に
あ
ら
ず
、
そ
の
義
に
あ
ら
ず
、
た
だ

一
部
の
意
の
み
」
と
、
題
目
に
よ
る
信
行
観
心
を
述
べ
て
い
る
。
す

日
立
空
人
に
お
け
る
よ
家

ｏ
本
家

・
僣



な
わ
ち
、
『如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』
に
、
ヨ

念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
は
、
仏
大
慈
悲
を
起
し
、
五
字
の
内
に
こ
の

珠
を
裏
み
、
末
代
幼
稚
の
頸
に
懸
け
さ
し
め
給
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
名
字
位
初
随
喜
の
位
に
お
い
て
題
目
口
唱
の
信
行
を
専
ら
と

す
る
の
で
あ
り
、
観
念
観
法
の
修
行
か
ら
の
転
換
を

「信
を
以
て
慧
に
代
う
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な

『四
信
五
品
砂
』
で
の
富
木
氏
に
対
す
る
日
蓮
聖
人
の
返
答
か
ら
は
、
佐
前
の
御
遺
文
で
あ
る

『十
章
抄
』
で
、

「在
家
の
者
に
は
但

一
向
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
と
な
え
さ
す
べ
し
」
と
あ
る
の
に
比
し
て
、
在
家
信
徒
で
あ
る
こ
と
を
特
に
問
わ

な
い
よ
う
な
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
在
家
に
対
し
て
で
あ

っ
て
も
、
た
だ
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
こ
と
を
い
う
ば

か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に

「信
を
以
て
慧
に
代
う
」
と
い
う
信
行
の
立
脚
点
を
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た

「信
」
を
訴
え
る
日
蓮
聖
人
は
、
成
仏
の
種
と
な
る
の
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七
字
の
み
で
あ
る
こ
と
を
、
『九
郎
太

郎
殿
御
返
事
』
で
こ
う
述
べ
る
。

念
仏
は
多
け
れ
ど
も
仏
と
成
る
道
に
は
あ
ら
ず
。
戒
は
持
て
ど
も
浄
土
へ
ま
ひ
る
種
と
は
成
ら
ず
。
但
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七

字
の
み
こ
そ
仏
に
な
る
種
に
は
候
へ
。

題
日
し
か
成
仏
の
種
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
成
仏
の
原
理
を
示
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
は
、
『四
信
五
品
砂
』
で
み
た
よ
う
に
、
そ
の

信
行
に
つ
い
て
は
在
家
者
で
あ
る
こ
と
を
問
わ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
示
し
た
。
こ
う
し
た
日
蓮
聖
人
の
態
度
と
は
、

「さ
れ
ば
此
世
の
中
の
男
女
僧
尼
は
不
レ
可
レ嫌
フ法
華
経
を
持
夕
せ
給
フ人
は

一
切
衆
生
の
し
う

（主
）
と
こ
そ
、
仏
は
御
ら
ん
候
ら
め
、

梵
王

・
帝
釈
は
あ
を
が
せ
給
フら
め
と
う
れ
し
さ
申
スば
か
り
な
し
。
又
こ
の
経
文
を
昼
夜
に
案
じ
朝
夕
に
よ
み
候
へ
ば
、
常
の
法
華

経
の
行
者
に
て
は
候
は
ぬ
に
は
ん
べ
り
」
と

『四
條
金
吾
殿
女
房
御
返
事
』
で
説
い
た
よ
う
に
、
在
俗
の
男
女
で
あ
る
と
か
出
家
し

た
僧
尼
で
あ
る
と
か
い
っ
た
区
別
な
く
、
法
華
経
を
受
持
す
れ
ば
す
べ
て

一
切
衆
生
の
主
と
な
る
べ
き
人
で
あ
る
と
し
て
仏
は
み
る

だ
ろ
う
し
、
ま
た
法
華
経
の
こ
と
を
昼
夜
に
案
じ
朝
夕
に
よ
め
ば
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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こ
う
し
て
み
る
と
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
出
家
と
在
家
の
区
別
、
な
い
し
は
題
目
信
行
と
い
う
修
行
に
つ
い
て
の
両
者
の
区
別
は
、

本
質
的
意
義
に
お
い
て
は
な
い
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
「我
が
弟
子
等
の
出
家
は
主
上
上
皇
の
師
と
な
り
、
在
家
は
左
右
の
臣

下
に
列
な
ら
ん
」
と
、
『諸
人
御
返
事
』
で
出
家
と
在
家
と
を
区
別
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
現
実
と
し
て
は
出
家
者

と
在
家
者
と
が
あ
る
こ
と
を
日
蓮
聖
人
が
認
め
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た

『報
恩
抄
』
で
は
、
「僧
と
男
と
白
と
赤
と
は
目
く

ら
き
人
も
迷
ず
。
い
わ
う
や
眼
あ
き
ら
か
な
る
者
を
や
」
と
、
僧
と
在
家
の
男
性
と
を
明
ら
か
に
異
な
る
存
在
の
例
と
し
て
明
示
さ

れ
て
い
る
。
果
た
し
て
日
蓮
聖
人
は
、
出
家
あ
る
い
は
僧
に
つ
い
て
、
い
っ
た
い
如
何
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
日
蓮
遺
文
に
お
け
る
出
家

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
出
家
に
つ
い
て
、
北
川
前
肇
氏
は
、
「
日
蓮
聖
人
の
出
家
主
義
を
決
定
づ
け
て
い
る
文
は
、
『棄
恩
入
無
為
真

実
報
恩
者
』
で
あ

っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の

「棄
恩
入
無
為
真
実
報
恩
者
」
と
は
、
北
川
氏
が
示
す
よ
う
に
、
『報
恩
抄
』

の
以
下
の
一
節
に
見
ら
れ
る

一
文
で
あ
る
。

い
か
に
い
わ
う
や
、
仏
教
を
な
ら
は
ん
者
の
、
父
母

・
師
匠

。
国
恩
を
わ
す
る
べ
し
や
。
此
の
大
恩
を
ほ
う
ぜ
ん
に
は
必
ず
仏

法
を
な
ら
ひ
き
は
め
、
智
者
と
な
ら
で
叶
フ
ベ
き
か
。
警

へ
ば
衆
盲
を
み
ち
び
か
ん
に
は
、
生
盲
の
身
に
て
は
橋
河
を
わ
た
し

が
た
し
。
方
風
を
弁
ざ
ら
ん
大
舟
は
、
諸
商
を
導
キ
て
宝
山
に
い
た
る
べ
し
や
。
仏
法
を
習
ヒ極
め
ん
と
を
も
わ
ば
、
い
と
ま
あ

ら
ず
は
叶
フ
ベ
か
ら
す
。
い
と
ま
あ
ら
ん
と
を
も
わ
ば
、
父
母

・
師
匠

。
国
主
等
に
随
て
は
叶
フ
ベ
か
ら
ず
。
是
非
に
つ
け
て
、

出
離
の
道
を
わ
き
ま
へ
ざ
ら
ん
ほ
ど
は
、
父
母

・
師
匠
等
の
心
に
随
フ
ベ
か
ら
ず
。
こ
の
義
は
諸
人
を
も
わ
く
、
顕
に
も
は
づ

れ
冥
に
も
叶
フま
じ
と
を
も
う
。
し
か
れ
ど
も
外
典
ノ孝
経
に
も
、
父
母

。
主
君
に
随
わ
ず
し
て
忠
臣

・
孝
人
な
る
や
う
も
み
え

口
逹
空
人
に
お
け
る
ム
家
ｏ
本
家
・
僣



た
り
。
内
典
ノ
仏
経
二云
ク
、
棄
け
恩
ヲ入
コ
ハ無
為
一真
実
報
恩
ノ者
ナ
リ等
一ム
云
。
比
干
が
王
に
随
ハず
し
て
賢
人
の
な
を
と
り
、
悉
達

太
子
の
浄
飯
大
王
に
背
き
て
三
界
第

一
の
孝
と
な
り
し
こ
れ
な
り
。

こ
こ
で
は
出
家
と
い
う
行
為
が
父
母
ら
へ
の
恩
と
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
、
ひ
い
て
は
父
母
ら
へ
の
報
恩
と
な
る

一
つ
の
証
拠
と
し

て
、
釈
尊
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
出
家
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
文
脈
で
、
「ま
こ
と
の
道
に
入
ル
に
は
、
父
母
の
心

に
随
ハず
し
て
家
を
出
て
仏
に
な
る
が
、
ま
こ
と
の
恩
を
ほ
う
ず
る
に
て
は
あ
る
な
り
」
と
、
出
家
を
行
い
仏
道
の
道
に
入
る
こ
と

が
、
「ま
こ
と
の
恩
を
ほ
う
ず
る
」
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
と

『兄
弟
妙
』
で
も
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
出
家
が

「ま
こ
と
の
恩
を
ほ
う
ず
る
」
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
『開
目
抄
』
で
は
こ
う
述
べ
る
。

何
二況
や
仏
法
を
学
せ
ん
人
、
知
恩
報
恩
な
か
る
べ
し
や
。
仏
弟
子
は
必
ズ
四
恩
を
し
つ
て
知
恩
報
恩
ヲ
ほ
う
ず
べ
し
。
（中
略
）

其
故
は
父
母
の
家
を
出
て
出
家
の
身
と
な
る
は
必
ス
父
母
を
す
く
は
ん
が
た
め
な
り
。
二
乗
は
自
身
は
解
脱
と
を
も
え
ど
も
、

利
他
の
行
か
け
ぬ
。
設
ヒ分
分
の
利
他
あ
り
と
い
え
ど
も
、
父
母
等
を
永
不
成
仏
の
道
に
入
ル
れ
ば
、
か
へ
り
て
不
知
恩
の
者
と

な
る
。

仏
法
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
は
、
仏
弟
子
と
な

っ
た
以
上
、
父
母
ら
に
対
し
成
仏
の
道
に
導
く
こ
と
が
本
当
の
報
恩
と
な
る
の
で
あ

り
、
出
家
の
身
と
な
る
の
は
結
局
は
父
母
を
仏
道

へ
と
導
き
救
う
た
め
で
あ
る
と
い
う
、
日
蓮
聖
人
の
世
間
的
価
値
観
に
囚
わ
れ
な

い
出
家
と
報
恩
に
対
す
る
考
え
方
が
、
こ
こ
か
ら
は
う
か
が
え
る
。
ま
た
同
様
に

『王
舎
城
事
』
で
は
、
コ

切
の
事
は
父
母
に
そ

む
き
、
国
王
に
し
た
が
は
ざ
れ
ば
、
不
孝
の
者
に
し
て
天
の
せ
め
を
か
う
ふ
る
。
た
だ
し
法
華
経
の
か
た
き
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
父
母

国
主
の
事
を
も
用
ひ
ざ
る
が
孝
養
と
も
な
り
、
国
の
恩
を
報
ず
る
に
て
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
法
華
経
に
絶
対
的
に
随
お
う
と
す
る

日
蓮
聖
人
の

「出
世
間
」
的
な
価
値
観
が

一
層
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
蓮
聖
人
に
と

っ
て
法
華
経
と
は
、
天
可
法
華

経
の
時
こ
そ
、
女
人
成
仏
の
時
悲
母
の
成
仏
モ
顕
ハ
れ
、
達
多
悪
人
成
仏
の
時
慈
父
ノ
成
仏
モ
顕
ハ
る
れ
。
此
の
経
は
内
典
の
孝
経
也
」



と

『開
目
抄
』
で
述
べ
た
よ
う
に
、
父
母
ら
を
成
仏

へ
と
導
き
入
れ
る
教
え
と
し
て
、
そ
れ
以
外
に
あ
り
得
な
い
も
の
だ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
注
意
を
引
か
れ
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た

『報
恩
抄
』
の

一
節
に
お
け
る
傍
線
部
①
の
箇
所
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
仏
法
第

一
と
す
る
世
間
的
な
価
値
観
に
囚
わ
れ
な
い
日
蓮
聖
人
の

「出
家
者
」
と
し
て
の
意
識
を
、
よ
り

は
っ
き
り
と
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
日
蓮
聖
人
が
世
俗
で
の
栄
華
を
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
『事
理
供
養
御
書
』
に

「美
食
を
を
さ
め
ぬ
人
な
れ

ば
力
を
よ
ば
ず
山
林
に
ま
じ
わ
り
候
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
日
蓮
聖
人
の

「出
世
間
」
的

な
意
識
を
強
烈
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
兜
木
正
亨
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
佐
渡
の
生
活
に
お
い
て
で
あ
る
。
『種
種
御
振
舞
御

書
』
で
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

塚
原
と
申
ス山
野
の
中
に
、
洛
陽
の
蓮
台
野
の
や
う
に
死
人
を
捨
る
所
に

一
間
四
面
な
る
堂
の
仏
も
な
し
。
上
は
い
た
ま

（板

間
）
あ
は
ず
、
四
壁
は
あ
ば
ら
に
、
雪
ふ
り
つ
も
り
て
消
ュ
る
事
な
し
。
か

ゝ
る
所
に
、
し
き
が
は

（敷
皮
）
打
チ
し
き
蓑
う
ち

き
て
、
夜
を
あ
か
し
日
を
く
ら
す
。
夜
は
雪
雹
雷
電
ひ
ま
な
し
。
昼
は
日
の
光
も
さ
ゝ
せ
給
は
ず
。
心
細
か
る
べ
き
す
ま
ゐ
な

り
。
彼
李
陵
が
胡
国
に
入
り
て
が
ん
か
う
く
つ

（巖
嘱
）
に
せ
め
ら
れ
し
、
法
道
三
蔵
の
徽
宗
皇
帝
に
せ
め
ら
れ
て
面
に
か
な

や
き

（火
印
）
を
さ
ゝ
れ
て
、
江
南
に
は
な

（放
）
た
れ
し
も
只
今
と
お
ぼ
ゆ
。
あ
ら
う
れ
し
や
。
檀
王
は
阿
私
仙
人
に
せ
め

ら
れ
て
法
華
経
の
功
徳
を
得
給
ヒき
。
不
軽
菩
薩
は
上
慢
の
比
丘
等
の
杖
に
あ
た
り
て

一
乗
の
行
者
と
い
は
れ
給
ふ
。
今
日
蓮

は
末
法
に
生
レ
て
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
弘
メ
て
か
ゝ
る
せ
め

（責
）
に
あ
へ
り
。
仏
滅
度
後
二
千
二
百
余
年
が
間
、
恐
ァ
は
天

台
智
者
大
師
も

一
切
世
間
多
怨
難
信
の
経
文
を
ば
行
じ
給
は
ず
。
数
数
見
濱
出
の
明
文
は
但
日
蓮

一
人
也
。

先
に
引
用
し
た
兜
木
正
亨
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
世
間
的
な
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
、
佐
渡
で
の
生
活
は

「よ
ろ
こ
び
」
か

ら
か
け
離
れ
た
境
遇
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

「あ
ら
う
れ
し
や
」
と
述
べ
る
日
蓮
聖
人
に
と

っ
て
の

「幸
せ
」
の
基
準
と
は
、

日
立
空
人
に
お
け
る
よ
家

，
本
家

・
偕
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傍
線
部
①
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「幸
い
な
る
か
な
、
我
が
身
数
数
見
濱
出
の
文
に
当
た
る
こ
と
」
と
い
う
価
値
観
に
基
づ
く
も

の
だ

っ
た
。
よ

っ
て
幾
度
も
遭
遇
し
た
困
難
に
つ
い
て
も
、
「経
文
に
我
が
身
普
合
せ
り
。
御
勘
気
を
か
お

（蒙
）
れ
ば
い
よ
い
よ

悦
と
を
ま
す
べ
し
」
と
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
証
拠
と
な

っ
た
。
こ
う
し
た
日
蓮
聖
人
に
と

っ
て
の
真
の
よ
ろ
こ

び
と
は
、
「さ
い
わ
ひ
な
る
か
な
、
法
華
経
の
た
め
に
身
を
す
て
ん
事
よ
」
と
い
う
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
自
覚
に
支
え
ら
れ

た
、
「出
世
間
」
的
な
よ
ろ
こ
び
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
法
華
経
信
仰
を
実
践
し
て
い
っ
た
日
蓮
聖
人
が
、
晩
年
に
身
延
山

へ
入

っ
た
の
も
、
「
ひ
と

へ
に
父
母
の
恩

・
師
匠
の

恩

・
三
宝
の
恩

。
国
恩
を
ほ
う

（報
）
ぜ
ん
が
た
め
に
、
身
を
や
ぶ
り
、
命
を
す
つ
れ
ど
も
、
破
れ
ざ
れ
ば
さ
て
こ
そ
候
へ
。
又
賢

人
の
習
、
三
度
国
を
い
さ
む
る
に
用
ず
ば
、
山
林
に
ま
じ
わ
れ
と
い
う
こ
と
は
、
定
る
れ
い

（例
）
な
り
」
と
い
う
事
情
の
も
の
で

あ
り
、
決
し
て
遁
世
の
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
身
延
山
で
の
生
活
に
つ
い
て
も
、
「賢
人
の
な
ら
ひ
、

心
に
は
遁
世
と
は
を
も
は
ね
ど
も
、
人
は
遁
世
と
こ
そ
を
も
う
ら
ん
」
と
、
日
蓮
聖
人
自
身
の
意
識
と
し
て
は
、
遁
世
し
た
つ
も
り

な
ど
な
い
も
の
だ

っ
た
。

ま
た
、
日
蓮
聖
人
に
と
り
仏
法
を
学
ん
だ
智
者
と
は
、
「智
者
と
は
世
間
の
法
よ
り
外
に
仏
法
を
行
ハず
。
世
間
の
治
世
の
法
を

能
々
心
へ
て
候
を
智
者
と
は
申
スな
り
」
と

『智
慧
亡
国
御
書
』
で
述
べ
る
よ
う
に
、
世
の
中
の
現
実
の
様
相
と
か
け
離
れ
た
存
在

で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
の
中
を
治
め
る
手
だ
て
を
よ
く
心
得
え
た
者
だ

っ
た
。
そ
れ
は
、
「天
晴
れ
ぬ
れ
ば
地
明
ら
か
な
り
。
法
華

を
識
る
者
は
世
法
を
得
べ
き
か
」
と

『如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』
で
述
べ
る
よ
う
に
、
仏
法
、
と
り
わ
け
法
華
経
に
根

拠
を
求
め
な
が
ら
世
の
現
実
を
直
視
す
る
、
と
い
う
姿
勢
の
も
の
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
日
蓮
聖
人
に
と

っ
て
、
父
母
の
家
を
出
て
仏
法
を
学
ぶ
こ
と
と
は
、
決
し
て
自
身
の
た
め
だ
け
の
こ
と
を
考
え
て
の
行

為
で
は
な
か
っ
た
。
『宿
屋
入
道
再
御
状
』
で
は
こ
う
示
さ
れ
て
い
る
。



仏
法
を
学
ぶ
の
法
は
、
身
命
を
捨
て
て
国
恩
を
報
ぜ
ん
が
た
め
な
り
。
全
く
自
身
の
た
め
に
あ
ら
ず
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
先
に
引
用
し
た

『報
恩
抄
』
の
傍
線
部
①
の

一
節
か
ら
は
、
仏
法
第

一
を
使
命
と
す
る
法
華
経
の

行
者
と
し
て
の
意
識
に
支
え
ら
れ
る
、
世
俗
の
価
値
観
に
囚
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
日
蓮
聖
人
の
出
世
間
的
な
姿
勢
を
看
取
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
父
母
へ
の
恩
愛
よ
り
も
、
学
問
と
信
心
と
の
確
立
に
必
要
な
時
間
の
確
保
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
傍
線
部
①
の
よ

う
に
日
蓮
聖
人
が
説
い
た
の
は
、
決
し
て
父
母
を
思
う
情
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
く
、
「仏
法
を
学
ぶ
の
法
は
、
身
命
を
捨
て
て
国

恩
を
報
ぜ
ん
が
た
め
な
り
。
全
く
自
身
の
た
め
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
世
間
的
な
価
値
観

を
捨
て
て
法
華
経
に
生
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
、
日
蓮
聖
人
の

「出
家
」
の
態
度
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
、
日
蓮
遺
文
に
お
け
る
僧

・
出
家

・
在
家

と
こ
ろ
で
日
蓮
聖
人
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
「僧
と
男
と
白
と
赤
と
は
目
く
ら
き
人
も
迷
ハず
。
い
わ
う
や
眼
あ
き
ら
か
な
る
者

を
や
」
と
い
う

『報
恩
抄
』
の

一
節
で
、
僧
と
在
家
者
の
男
と
を
明
ら
か
に
異
な
る
存
在
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
で
は
日
蓮
聖

人
は
、
僧
と
出
家
と
の
区
別
は
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
『法
門
可
被
申
様
之
事
』

の
次
の

一
節
が
注
意
さ
れ
る
。

又
御
持
仏
堂
に
て
法
門
申
シ
た
り
し
が
面
目
な
ん
ど
か

ゝ
れ
て
候
事
、
か
へ
す
か
へ
す
不
思
議
に
を
ぼ
へ
候
。
そ
の
ゆ
へ
は
僧

と
な
り
ぬ
。
其
上
、　
一
間
浮
提
に
あ
り
が
た
き
法
門
な
る
べ
し
。
設
ヒ等
覚
の
菩
薩
な
り
と
も
な
に
と
か
を
も
う
べ
き
。
ま
し

て
梵
天
帝
釈
等
は
我
等
が
親
父
釈
迦
如
来
の
御
所
領
を
あ
づ
か
り
て
、
正
法
の
僧
を
や
し
な
う
べ
き
者
に
つ
け
ら
れ
て
候
。
昆

沙
門
等
は
四
天
下
の
主
、
此
等
が
門
ま
ほ
り
。
又
四
州
の
王
等
は
昆
沙
門
天
が
所
従
な
る
べ
し
。
其
上
、
日
本
秋
津
嶋
は
四
州

曰
逍

聖

人

に
お
け

る
虫
家

・
准
家

，
僣



の
輪
王
の
所
従
に
も
及
ば
ず
、
但
嶋
の
長
な
る
べ
し
。
長
な
ん
ど
に
つ
か

へ
ん
者
ど
も
に
召
さ
れ
た
り
、
上
な
ん
ど
か
く
上
、

面
目
な
ん
ど
申
は
、
か
た
か
た
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
日
蓮
を

い
や
し
み
て
か
け
る
か
。
総
じ
て
日
蓮
が
弟
子
は
京
に
の
ぼ
り
ぬ

れ
ば
始
は
わ
す
れ
ぬ
や
う
に
て
後
に
は
天
魔

つ
き
て
物
に
く
る
う
。
せ
う
一房
が
ご
と
し
。
わ
御
房
も
そ
れ
て
い
に
な
り
て
天
の

に
く
ま
れ
か
ほ
る
な
。

こ
れ
は
京
都
に
遊
学
し
た
三
位
房
が
、
公
卿
の
持
仏
堂
で
法
門
を
講
じ
た
こ
と
を
自
慢
げ
に
報
告
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
日
蓮
聖

人
の
返
信
の

一
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
日
蓮
聖
人
が
門
弟
に
対
し
、
正
法
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
で
最
も
尊

い
教

え
の
法
華
経
を
護
持
す
る
僧
で
あ
る
こ
と
に
、
誇
り
を
持

つ
よ
う
諭
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
僧
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
挙
げ
て
、
三
位
房
の
世
俗
に
迎
合
す
る
態
度
を
諫
め
て
い
る
。
釈
尊
に
帰
依
し
こ
の
世
で
最
も
尊

い
教
え
を
頂
戴
し
て
い
る
身

と
し
て
、
世
俗
に
合
わ
せ
て
心
を
動
か
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
正
法
を
護
持
す
る
真
の
仏
弟
子
た
る

僧
と
し
て
の
自
負
を
持

つ
こ
と
を
、
日
蓮
聖
人
は
説
い
て
い
る
。

正
法
を
護
持
す
る
僧
と
し
て
の
日
蓮
聖
人
の
自
負
に
つ
い
て
、
御
遺
文
を
確
か
め
て
み
る
と
、
『災
難
対
治
砂
』
で
は
涅
槃
経
の

一
節
を
引
用
し
な
が
ら
、
謗
法
者
に
対
す
る
厳
し
い
態
度
と
と
も
に
、
真
の
仏
弟
子
と
し
て
の
自
負
を
顕
に
し
つ
つ
、
ン」
う
示
さ
れ

て
い
る
。

問
う
て
曰
く
、
汝
僧
形
を
も

つ
て
比
丘
の
失
を
顕
す
は
罪
業
に
あ
ら
ず
や
。
答
え
て
曰
く
、
涅
槃
経
に
云
く
、
「も
し
善
比
丘

あ
り
て
法
を
壊
る
者
を
見
て
、
置

い
て
呵
責
し
駈
遣
し
挙
処
せ
ず
ん
ば
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
の
人
は
仏
法
の
中
の
怨
な
り
。

も
し
能
く
駈
遣
し
呵
責
し
挙
処
せ
ば
、
こ
れ
我
弟
子
真
の
声
聞
な
り
」
と

〈已
上
〉
。
予
、
こ
の
文
を
見
る
が
故
に
、
仏
法
中

怨
の
責
を
免
れ
ん
が
た
め
に
、
見
間
を
憚
か
ら
ず
、
法
然
上
人
並
に
所
化
の
衆
等
の
阿
鼻
大
城
に
堕

つ
べ
き
由
を
称
す
。

僧
形
の
身
で
あ
り
な
が
ら
同
じ
僧
侶
の
過
失
を
指
摘
す
る
の
は
罪
に
な
ら
な
い
の
か
と

い
う
問
い
に
対
し
、
日
蓮
聖
人
は
、
謗
法



者
を
厳
し
く
責
め
た
だ
し
追
い
出
す
な
ら
ば
こ
れ
こ
そ
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
、
と
い
う
涅
槃
経
の

一
節
を
引
用
し
、
法
然
や
そ
の
弟

子

・
信
徒
ら
が
無
間
地
獄
に
堕
ち
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
人
び
と
の
批
判
も
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
主
張
し
て
い
る
。
『如
来

滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』
で
は
、
「ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
の
四
菩
薩
、
折
伏
を
現
ず
る
時
は
、
賢
王
と
成
り
て
愚
王
を
誠

責
し
、
摂
受
を
行
ず
る
時
は
、
僧
と
成

っ
て
正
法
を
弘
持
す
」
と
、
身
体
と
し
て
の
摂
受
を
示
さ
れ
て
い
る
日
蓮
聖
人
だ
が
、
こ
の

涅
槃
経
の

一
節
は

『守
護
国
家
論
』
や

『災
難
興
起
由
来
』
『立
正
安
国
論
』
『開
目
抄
』
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
身
は

こ
う
し
て
口
業
を
用
い
て
折
伏
に
よ
る
下
種
を
中
心
と
す
べ
き
こ
と
に
徹
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
僧
と
し
て
身
業
に
お
い
て
は
正

法
を
受
持
し
弘
め
る
こ
と
を
明
言
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
謗
法
者
に
対
し
厳
し
い
態
度
を
示
す
の
は
、
仏
法
中
の
怨
敵
と
な
る
責
め

を
免
れ
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
正
法
を
護
持
す
る
真
の
仏
弟
子
た
る
僧
と
し
て
の
自
負
を
は
っ
き
り
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

こ
れ
は

『法
門
可
被
申
様
之
事
』
で
も
、
「設
ヒ法
華
経
を
そ
し
ら
ず
と
も
、
う
つ
り
付
ざ
ら
む
人
々
不
孝
の
失
疑
な
か
る
べ
し
。

不
孝
の
者
は
又
悪
道
疑
な
し
。
故
二仏
は
入
阿
鼻
獄
と
定
メ給
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
法
華
経
に
絶
対
帰
依
す
る
日
蓮
聖
人
の

姿
勢
を
明
確
に
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
正
法
た
る
法
華
経
に
絶
対
随
順
す
る
、
真
の
仏
弟
子
と
し
て
の
自
負
は
、

「日
蓮
は
愚
な
れ
ど
も
、
釈
迦
仏
の
御
使

。
法
華
経
の
行
者
也
と
な
の
り
候
」
と
い
う
力
強
い
言
葉
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

だ
が
、
日
蓮
聖
人
の
こ
の
よ
う
な
強
烈
な
意
識
は
、
「念
仏
と
禅
と
真
言
と
律
と
を
信
ず
る
代
に
値
と
て
法
華
経
を
ひ
ろ
む
れ
ば
、

王
臣
万
民
に
に
く
ま
れ
て
」
し
ま
い
、
ま
た

「上

一
人
よ
り
下
万
民
ま
で
に
に
く
ま
れ
て
、
山
中
に
う
え
し
に

（餓
死
）
ゆ
べ
き
法

華
経
の
行
者
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
、
法
華
経
弘
通
の
故
に
多
く
の
困
難
に
遭
い
、
厳
し
い
環
境
で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に

も
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
日
蓮
聖
人
は
、
在
家
信
徒
で
あ
る
四
條
金
吾
に
つ
い
て
、
「ま
し
て
三
惑
未
断
の
末
代
の
凡
夫
い
か
で
か
此
経
の
行
者

日
立
空
人
に
お
け
る
ム
家
，
准
家
・
僣



と
な
る
べ
き
。
設
ヒ
日
蓮

一
人
は
杖
木
瓦
礫
悪
口
王
難
を
も
し
の
ぶ
と
も
、
妻
子
を
帯
せ
る
無
智
の
俗
な
ん
ど
は
争
か
可
叶
叶
フ
。
中

中
信
ぜ
ざ
ら
ん
は
よ
か
り
な
ん
」
と
、
出
家
者
の
立
場
か
ら
案
じ

つ
つ
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
対
社
会
的
に
貫
く
厳
し
さ
に
思
い

を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
ま
た
高
橋
六
郎
兵
衛
に
は
、
「世
間
の
を
そ
ろ
し
さ
に
妻
子
あ
る
人
々
の
と
を
ざ
か
る
を
ば
こ
と
に
悦
フ身
な

り
。
日
蓮
に
付
て
た
す
け
や
り
た
る
か
た
わ
な
き
上
、
わ
づ
か
の
所
領
を
も
召
ル
な
ら
ば
、
子
細
も
し
ら
ぬ
妻
子
所
従
等
が
い
か
に

な
げ
か
ん
ず
ら
ん
と
心
ぐ
る
し
」
と
、
妻
子
あ
る
人
々
が
法
華
経
を
信
仰
し
た
こ
と
で
世
間
か
ら
ひ
ど

い
仕
打
ち
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
、
生
活
が
断
た
れ
て
し
ま
う
恐
れ
の
あ
る
こ
と
を
気
遣
う
手
紙
を
し
た
た
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
在
家
信
徒
を
世
間
の

影
響
を
受
け
や
す

い
存
在
と
し
て
日
蓮
聖
人
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
蓮
聖
人
自
身
に
し
て
も
、
「但
し
有
待
の
依
身
な
れ
ば
著
ざ
れ
ば
風
身
に
し
み
、
食
ざ
れ
ば
命
持
チ
が
た
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
者
と
し
て
、
ま
ま
な
ら
な

い
身
を
持

つ
存
在
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か

っ
た
。
だ
が
、
「南
無

妙
法
蓮
華
経
と
我
口
に
も
唱

へ
候
故
に
、
罵
ら
れ
、
打
チ
は
ら
れ
、
流
さ
れ
、
命
に
及
び
し
か
ど
も
、
勧
め
申
せ
ば
法
華
経
の
行
者

な
ら
ず
や
」
と
示
す
よ
う
な
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
自
覚
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
遭
遇
す
る
困
難
を
堪
え
忍
ん
で
き
た
こ
と
は
、

前
章
で
も
確
認
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
日
蓮
は
日
本
第

一
の
ふ
た
う

（不
当
）
の
法
師
。
た
だ
し
法
華
経
を
信
シ
候
事

は
、　
一
閻
浮
提
第

一
の
聖
人
也
」
と
、
最
も
尊

い
教
え
の
正
法
た
る
法
華
経
を
護
持
す
る
僧
と
し
て
の
誇
り
を
も

っ
た
、
日
蓮
聖
人

の
自
負
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
こ
か
ら
は
、
日
蓮
聖
人
が
末
法
の
日
本
国
に
生
を
受
け
た
身
で
あ

り

つ
つ
も
、
世
間
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
華
経
を
信
ず
る
思
い
を
貫
く
心
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

日
蓮
聖
人
の
こ
う
し
た
心
境
に
つ
い
て
は
、
『撰
時
抄
』
の
次
の

一
文
か
ら
も
推
察
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

王
地
に
生
レ
た
れ
ば
身
を
ば
随
へら
れ
た
て
ま

つ
る
や
う
な
り
と
も
、
心
を
ば
随
へら
れ
た
て
ま

つ
る
べ
か
ら
ず
。

こ
の

一
文
は
、
平
左
衛
門
尉
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
か
ら
は
、
日
本
国
に
生
を
受
け
、
世
俗
の
政
治
権
力
者
に



支
配
さ
れ
る
身
と
し
て
統
治
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
華
経
を
絶
対
根
拠
と
す
る
真
の
仏

弟
子
と
し
て
の
、
心
の
自
由
を
訴
え
る
思
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
本
章
冒
頭
で
引
用
し

た

『法
門
可
被
申
様
之
事
』
の

一
節
に
見
ら
れ
る
、
正
法
を
護
持
す
る
真
の
仏
弟
子
た
る
僧
で
あ
る
な
ら
ば
世
俗
に
迎
合
す
る
の
を

良
し
と
し
な
い
と
す
る
姿
勢
と
、
共
通
す
る
も
の
で
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
か
つ
そ
れ
は
、
前
章
で
確
認
し
て
き
た
よ

う
な
、
世
間
的
な
価
値
観
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
法
華
経
に
生
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
、
日
蓮
聖
人
の
出
家
の
態
度
と
相
通

ず
る
も
の
で
あ

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
僧
と
出
家
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
日
蓮
聖
人
は
特
に
意
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ

の
上
で
、
日
蓮
聖
人
の
出
家
な
い
し
僧
と
し
て
の
、
世
俗
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
心
の
自
由
を
訴
え
る
思
い
と
は
、
「心
を
ば
随
へら

れ
た
て
ま

つ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う

一
文
に
帰
結
さ
れ
て
い
く
も
の
と
推
し
量
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
御
遺
文
の
上
か
ら
日
蓮
聖
人
の
出
家
、
在
家
、
僧
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
末
法
の
日
本
国
に
お
け
る

自
身
に
つ
い
て
、
「日
蓮
は
無
戒
の
比
丘
な
り
」
と
述
べ
た
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
戒
観
と
は
、
末
法
無
戒
、
法

華
経
の
受
持
即
持
戒
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
末
代
悪
世
の
凡
夫
で
あ
る
衆
生
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
は
在

家
に
対
し
、
佐
前
の
御
遺
文
で
あ
る

『十
章
抄
』
で
は
、
た
だ
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
だ
が
、
佐
後
の

も
の
で
あ
る

『四
信
五
品
砂
』
で
は
、
「信
を
以
て
慧
に
代
う
」
を
依
拠
と
し
つ
つ
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
行
ず
る
唱
題
行
と
い
う

独
特
の
信
行
を
導
き
出
す
こ
と
で
、
出
家

・
在
家
を
問
わ
な
い
よ
う
な
見
解
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
日
蓮

曰

逹

空

人

に

お

け

る

虫

家

，
本

家

・
僣

お

わ

。リ

に



教
学
の
根
本
的
意
義
に
お
い
て
は
出
家
と
在
家
と
い
っ
た
区
別
は
な
く
、
題
目
修
行
と
い
う
修
行
も
同

一
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
題
目
下
種
が
唯

一
の
成
仏
道
で
あ
る
。
だ
が
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
対
社
会
的
に
貫
く
厳
し
さ
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た

時
、
日
蓮
聖
人
は
在
家
信
徒
に
つ
い
て
、
世
間
の
影
響
に
左
右
さ
れ
や
す
い
存
在
と
し
て
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

他
方
で
日
蓮
聖
人
は
、
正
法
で
あ
る
法
華
経
を
護
持
す
る
、
真
の
仏
弟
子
た
る
僧
と
し
て
の
自
負
を
発
し
な
が
ら
、
世
間
的
な
価
値

観
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
華
経
に
随

っ
て
生
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
態
度
を
示
し
た
。

こ
う
し
た
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
自
覚
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
そ
れ
故
に
遭
遇
す
る
困
難
に
も
耐
え
忍
ん
だ
日
蓮
聖
人
の
姿
勢
と

は
、
末
法
の
日
本
国
に
生
を
受
け
た
、
ま
ま
な
ら
な
い
身
を
持

つ
存
在
と
し
て
自
認
し
な
が
ら
も
、
世
間
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

法
華
経
信
仰
を
貫
く
心
の
自
由
を
訴
え
る
も
の
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
『撰
時
抄
』
の

「王
地
に
生
レ
た
れ
ば
身
を
ば
随
ヘ

ら
れ
た
て
ま

つ
る
や
う
な
り
と
も
、
心
を
ば
随
へら
れ
た
て
ま

つ
る
べ
か
ら
ず
」
の

一
文
に
収
飲
さ
れ
て
い
く
も
の
と
推
察
さ
れ
、

ま
た
そ
こ
に
、
日
蓮
聖
人
の
出
家
と
し
て
、
ま
た
正
法
を
護
持
す
る
真
の
仏
弟
子
た
る
僧
と
し
て
の
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
に
お
い
て
、
出
家
と
在
家
の
区
別
や
両
者
の
題
目
修
行
に
お
い
て
は
、
本
質
的
に
は
区
別
は
な
い
よ
う
に

見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
現
実
と
し
て
は
、
出
家
や
在
家
と
し
て
の
あ
り
方
を
認
め
る
と

い
う
立
場
を
示
す
も
の
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
か
つ
、
社
会
的
な
価
値
観
に
囚
わ
れ
な
い
日
蓮
聖
人
の
出
家
に
つ
い
て
の
姿
勢
は
、
「出
世
間
」
と

い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

在
家
者
と
の
対
比
に
お
い
て

一
層
鮮
明
と
な
る
も
の
だ

っ
た
。
そ
れ
は
末
法
の
日
本
国
で
生
を
受
け
、
制
約
の
あ
る
身
体
を
有
す
る

こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
心
の
非
束
縛
を
訴
え
た
そ
の
思
い
に
、
象
徴
さ
れ
る
も
の
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
小
稿
で
は
、
日
蓮
聖
人
の
僧
侶
観
に
つ
い
て
、
日
蓮
聖
人
の
出
家
に
対
す
る
姿
勢
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
を
行

っ
た
が
、
高

木
豊
氏
が
、
「文
字
通
り
専
持
法
華
に
い
そ
し
む
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
を
ひ
と
に
も
勧
め
て
い
く
リ
ー
ダ
ー
を
僧
と
し
た
」
と
述



べ
る
よ
う
な
、
唱
導
師
と

い
う
観
点
か
ら
は
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

王ヽ

（１
）

北
川
前
肇

「日
蓮
に
お
け
る
仏
法
と
世
法
」
『日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
九
号
、　
一
九
九
四
年
五
月
、
一
≡
一九
頁

（２
）

恩
師
苅
谷
玄
翁
先
生
は
、
「初
期
大
乗
経
典
の
特
異
性
―
そ
の
出
家
と
在
家
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
―
」
（渡
辺
宝
陽
先
生
古
稀

記
念
論
文
集
刊
行
会

『渡
辺
宝
陽
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
　
法
華
仏
教
文
化
史
論
叢
』
平
楽
寺
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
、
「初
期

大
乗
経
典
は
、
僧
院
の
比
丘
に
対
す
る
と
い
う
よ
り
は

一
般
民
衆
に
向
か
っ
て
己
の
獲
得
し
た
信
仰
を
表
明
す
る
書
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
広
く

一
般
の
人
々
に
語
り
か
け
る

『語
り
物
』
、　
一
種
の
唱
道
文
学
で
あ

っ
た
」
公
一〇
六
頁
）
が
、

こ
う
し
た

「イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
初
期
大
乗
仏
教
、
と
り
わ
け

『阿
弥
陀
経
』
や

『法
華
経
』
の
宗
教

（信
仰
）
は
、
イ
ン
ド
の

よ
う
な
出
家
至
上
主
義
に
な
い
日
本
に
お
い
て
こ
そ
、
法
然
、
親
鸞
や
日
蓮
に
よ
っ
て
花
開
く
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
」
公
一

三
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
今
の
能
力
を
越
え
る
た
め
、
特
に
言
及
し
な
い
で
お
く
。

（３
）

前
掲
、
北
川
前
肇

「日
蓮
に
お
け
る
仏
法
と
世
法
」
二
三
七
頁

（４
）

な
お
佐
藤
弘
夫
氏
は
、
「世
俗
道
徳
と
仏
法
と
の
峻
別
と
前
者
に
対
す
る
後
者
の
優
位
の
主
張
は
、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
新
仏
教

に
あ
る
程
度
共
通
し
て
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
だ
が
日
蓮
ほ
ど
そ
れ
を
は
っ
き
り
打
ち
出
し
た
思
想
家
は
い
な
い
」
と
述
べ
て

い
る

（佐
藤
弘
夫

『日
蓮
』
ヽヽヽ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
二
八
九
頁
）。
こ
う
し
た
当
時
の
思
想
的
状
況
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
筆
者
の
能
力
に
余
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（５
）

家
永
三
郎

『家
永
三
郎
集
３
　
道
徳
思
想
史
論
』
岩
波
書
店
、　
一
九
九
八
年
、
六
五
頁

曰
こ
空
人
に
お
け
る
ム
家
・
本
家
・
僣



（６
）

兜
木
正
亨
校
注

『日
蓮
文
集
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
第

一
五
刷
、
三
四
四
頁

（７
）

高
木
豊

「
日
蓮
の
門
弟
」
（田
村
芳
朗

。
宮
崎
英
修
編
集

『講
座
日
蓮
２
　
日
蓮
の
生
涯
と
思
想
』
春
秋
社
、　
一
九
七
二
年
）
六
三

頁

（の
ち
、
高
木
豊

『日
蓮
致
』
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
八
年
、
三
〇
三
頁
に
再
録
）

（８
）

立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編

『昭
和
定
本
　
日
蓮
聖
人
遺
文
』
身
延
山
久
遠
寺
発
行
、
二
〇
〇
〇
年
、
改
訂
増
補
第
三
刷

（以
下
、
『定
遺
』
と
略
記
す
る
）。
ま
た
以
下
の
各
御
遺
文
に
つ
い
て
、
真
蹟
が
あ
る
も
の
は
真
、
曽
て
真
蹟
が
存
在
し
た
も
の
は

真
曽
、
真
蹟
の
断
片
が
存
在
す
る
も
の
は
断
真
と
表
記
す
る
。
系
年
は
便
宜
上
、
西
暦
年
を
施
す
。
な
お
題
号
は
、
本
文
中
に
表

示
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
註
に
表
示
す
る
。

（９
）

上
田
本
昌

「日
蓮
聖
人
に
於
け
る
持
戒
の
考
察
」
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
通
巻
第

一
七
号
、　
一
九
六

一
年

一
月

（の
ち
、

同

『日
蓮
聖
人
に
お
け
る
法
華
仏
教
の
展
開
』
平
楽
寺
書
店
、　
一
九
八
二
年
、
七
〇
～
七
三
頁
に
加
筆
修
正
し
て
再
録
）。
茂
田
井
教
亨

「日
蓮
聖
人
に
お
け
る
戒
の
問
題
」
『日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
三
二
号
、　
一
九
六
七
年
三
月
。
影
山
尭
雄

「日
蓮
聖
人
の
戒
思
想

に
つ
い
て
」
『大
崎
学
報
』
第

一
二
五

・
六
号
、　
一
九
七

一
年
七
月
。
本
間
裕
史

「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
戒
意
識
の
一
考
察
」
『仏

教
学
論
集
』
第

一
〇
号
、　
一
九
七
三
年
十
二
月
。
本
間
裕
史

「末
法
と
戒
」
『日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
、　
一
九
七
七
年

三
月
。
中
村
晋
也

「日
蓮
聖
人
に
お
け
る
末
法
観
の

一
考
察
」
『日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第

一
四
号
、　
一
九
八
七
年
三
月
。
野

中
隆
誰

「
日
蓮
遺
文
に
お
け
る

「是
名
持
戒
」
に
つ
い
て
」
『日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
六
号
、　
一
九
九
九
年
三
月
な
ど
。

な
お
近
年
に
高
佐
宣
長
氏
は
、
「
末
法
無
戒
』
と

『受
持
即
持
戒
』
は
、　
一
対
と
さ
れ
る
べ
き
よ
り
も
む
し
ろ
矛
盾
す
る
概
念
」

と
疑
間
を
投
げ
か
け
て
い
る

（高
佐
宣
長

「日
蓮
の
戒
思
想
を
め
ぐ
っ
て
」
『仏
教
学
』
四
三
号
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
、
四
一
頁
）。
こ

れ
に
つ
い
て
の
議
論
は
小
稿
の
主
眼
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
深
く
言
及
せ
ず
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（１０
）

『南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
名
定
遺
』
第

一
巻
、
三
一
〓
一頁
、
断
真
、　
〓

エ
ハ
四
）



（Ｈ
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
三
二
二
頁
、
断
真
、　
〓

エ
ハ
四

（‐２
）

立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所

。
浅
井
回
道
代
表

『日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
、
身
延
山
久
遠
寺
、　
一
九
八
五
年
、
五
九

頁
（‐３
）

比
叡
山
専
修
院
附
属
叡
山
学
院
編
纂

『伝
教
大
師
全
集
』
第

一
巻
、
日
本
仏
書
刊
行
会
、　
一
九
六
六
年
、
四

一
八
頁

（‐４
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
≡

一九
八
頁
、
真
、　
〓

一七
七

（・５
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
六
七
九
頁
、
真
曽
、　
≡

一七
二

（‐６
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
一
五
九

一
頁
、
真
、　
〓

一七
八

（‐７
）

『御
衣
並
単
衣
御
書
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
一
一
一
一
頁
、
真
、　
〓
一七
五
）

（‐８
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
九
五
頁
、
真
曽
、　
〓

一五
九

（‐９
）

『下
方
他
方
旧
住
菩
薩
事
』
に
み
え
る

「本
門
三
学
」
に
注
意
す
る
な
ら
ば

（『定
遺
』
第
三
巻
、
一
≡
三

四
頁
、
真
、

〓
一七

一
し
、
日
蓮
聖
人
の
戒
は
、
小
権
述
の
戒
に
対
し
て

「本
門
戒
」
あ
る
い
は

「本
門
円
戒
」
と
い
わ
れ
る
。
な
お
、
日
蓮
聖
人
の

「本
門
円
戒
」
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
日
隆
聖
人
の
見
解
に
関
す
る
考
察
に
は
、
以
下
が
あ
る
。
株
橋
日
涌
上
人

「日
隆
聖
人
の
本

門
円
戒
論
」
『尼
ヶ
崎
学
叢
　
日
隆
聖
人
降
誕
五
百
五
十
年
記
念
』

一
九
三
五
年
三
月
。
同

『法
華
宗
教
学
網
要
』
東
方
出
版
、

二
〇
〇
六
年
、
三
二
四
～
三
二
六
頁
。
ま
た
こ
れ
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
日
隆
聖
人
の

「本
門
円
戒
」
に
対
す
る
説
示
に
つ
い

て
日
隆
聖
人
の

『十
三
問
答
抄
』
を
中
心
に
考
察
さ
れ
た
、
石
田
智
清

〔日
信
〕
上
人
の

「十
三
問
答
抄
に
つ
い
て
―
特
に
円
戒

法
門
を
め
ぐ

っ
て
―
」
『桂
林
学
叢
』
第
四
号
、　
一
九
六
三
年
五
月
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
勉
強
課
題
と

し
た
い
。

（２０
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
一
〇
八
三
頁
、
真
、　
三

一七
五

日
逹
空
人
に
お
け
る
虫
家
，
本
家
・
僣



（２‐
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
六
四
四
～
六
四
五
頁
、
断
真
、　
〓

一七
二

（２２
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
一
四
九
三
頁
、
真
、　
三

一七
八

（２３
）

前
掲
、
北
川
前
肇

「日
蓮
に
お
け
る
仏
法
と
世
法
」
二
四
六
頁

（２４
）

『定
遺
』
第

一
巻
、　
〓

一五
頁
、
真
、　
〓

一五
九

（２５
）

な
お

『守
護
国
家
論
』
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
田
村
芳
朗

『日
蓮
集
　
日
本
の
思
想
４
』
筑
摩
書
房
、　
一
九
六
九
年
、　
一
一

三
～

一
一
七
頁
を
参
照
し
た
。

（２６
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
四
九
〇
頁
、
真
、　
〓

一七

一

（２７
）

日
蓮
聖
人
六
百
五
十
遠
忌
報
恩
記
念
会
編
纂

『日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
第
八
巻
、
石
川
海
典
著

「信
行
篇
」

一
、
龍
吟
社
、

一
九
三
五
年
、
三
四
五
～
三
四
六
頁

（２８
）

前
掲
、
『日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
第
八
巻
、
三
四
三
～
三
四
四
頁
。
な
お
、
系
年
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
る

金
削
掲
、
『日

蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
、
四
五
五
頁
）。

（２９
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
〓

一九
四
、
真
、　
≡

一七
七

（３０
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
〓

一九
四
～

一
二
九
五
頁
、
真
、　
〓

一七
七

（３‐
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
〓

一九
五
頁
、
真
、　
〓

一七
七

（３２
）

同
右
。
ま
た

『顕
仏
未
来
記
』
に
も
、
「か
の
不
軽
菩
薩
は
初
随
喜
の
人
、
日
蓮
は
名
字
の
凡
夫
な
り
」
翁
定
遺
』
第

一
巻
、

七
三
九
頁
、
真
曽
、　
〓
一七
三
）
と
あ
る
の
が
見
え
る
。

（３３
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
〓

一九
六
頁
、
真
、　
〓

一七
七

（３４
）

同
右



（３５
）

『定
遺
』
第
一

（３６
）

『定
遺
』
第
一

（３７
）

『定
遺
』
第
一

（３８
）

同
右

（３９
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
七
二
〇
頁
、
真
、　
〓

一七
三

（４０
）

渡
辺
宝
陽
氏
は

『四
信
五
品
砂
』
の
分
析
を
進
め
な
が
ら
、
結
論
と
し
て

「初
随
喜
を
法
華
行
者
の
宗
教
的
境
位
で
あ
る
と

し
、
以
信
代
慧
を
依
拠
と
し
つ
つ
事

一
念
三
千
を
行
ず
る
受
持
行
を
教
法
的
根
拠
と
し
」
て
い
る
が

（「日
蓮
聖
人
に
お
け
る
行
の

勧
奨
」
『日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
三
〇
号
、　
一
九
六
五
年
三
月
、
三
三
五
～
三
三
六
頁
）、
『四
信
五
品
砂
』
の
文
意
と
は
相
容
れ
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
再
考
し
た
い
。

（４‐
）

富
木
常
忍
に
対
し
て
日
蓮
聖
人
は
、
「今
常
忍
、
貴
辺
は
末
代
の
愚
者
に
し
て
見
思
未
断
の
凡
夫
な
り
。
身
は
俗
に
あ
ら
ず

道
に
あ
ら
ず
、
禿
居
士
。
心
は
善
に
あ
ら
ず
悪
に
あ
ら
ず
、
抵
羊
の
み
」
と
述
べ
て
い
る

〔
で
心
持
経
事
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、
一

一
五
〇
頁
、
真
、

〓

一七
工Ｏ
〕
。
こ
う
し
た

「身
は
俗
に
あ
ら
ず
道
に
あ
ら
ず
、
禿
居
士
」
と
い
う
富
木
常
忍
を
、
在
家
者
と
し

て
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
か
は
改
め
て
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
小
稿
で
は
特
に
言
及
し
な
い
。

（４２
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
エ
ハ
〇
三
頁
、
真
、　
〓

一七
八

（４３
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
八
五
六
頁
、
真
、　
〓

一七
五

（４４
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
一
四
七
九
頁
、
真
、　
〓

一七
八

（４５
）

『報
恩
抄
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
三
二

七
頁
、
真
曽
、　
三
一七
工Ｃ

（４６
）

「出
家
」
と
は
、
「家
族
と
生
活
し
生
計
を
営
む
生
き
方
を
捨
て
、
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
人
」
と
説
明
さ
れ

日

邊

空

人

に

お

け

る

ム

家

，
本

家

，
僣

巻 巻 巻

真 真 真

二
九
七
頁
、

二
九
六
頁
、

二
九
八
頁
、

二
七
七

二
七
七

二
七
七



る

（早
島
鏡
正
監
修

『仏
教

。
イ
ン
ド
思
想
辞
典
』
春
秋
社
、　
一
九
八
七
年
、
二
一
〇
頁
）。
こ
つヽ
し
た

「出
家
」
に
つ
い
て
は
、
イ
ン

ド
元
来
に
お
け
る

「出
家
」
と
比
し
て
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
派
生
し
得
る

（な
お
、
イ
ン
ド
元
来

に
お
け
る

「出
家
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
も
の
に
は
、
恩
師
苅
谷
玄
翁
先
生
の

「出
家
と
は
何
か
―
大
乗
仏
教
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
通
巻
第

一
〇
三
号
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
な
ど
が
あ
る
）。
し
か
し
、
小
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
問
題
に
つ
い

て
言
及
せ
ず
、
御
遺
文
に
み
ら
れ
る
日
蓮
聖
人
の

「出
家
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
に
止
め
、
今
後
さ
ら
に
勉
強
し
た
い
。

（４７
）

前
掲
、
北
川
前
肇

「日
蓮
に
お
け
る
仏
法
と
世
法
」
二
三
七
頁
。
ま
た
、
以
下
に
も
同
様
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
上
田
本
昌

「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
衆
生
済
度
と
そ
の
機
能
」
『日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
四
七
号
、　
一
九
八
二
年
三
月
、　
一
五
三
～

一
五
六
頁
。

庵
谷
行
亨

「日
蓮
聖
人
の
報
恩
観
」
（渡
辺
宝
陽
編

『日
蓮
教
団
の
諸
問
題
―
宮
崎
英
修
先
生
古
稀
記
念
―
』
平
楽
寺
書
店
、　
一
九
八
三

年
）

一
六
〇
～

一
六

一
頁
な
ど
。

（４８
）

な
お

「棄
恩
入
無
為
真
実
報
恩
者
」
の

一
文
は
、
『兄
弟
砂
』
翁
定
遺
』
第

一
巻
、
九
一
一八
頁
、
真
、　
〓
一七
五
）、
『下
山
御
消

息
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
三
二
四
五
頁
、
真
、　
〓

一七
七
）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（４９
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
一
一
九
二
頁
、
真
曽
、　
〓

一七
六

（５０
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
九
二
七
～
九
二
人
頁
、
真
、　
〓

一七
五

（５‐
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
五
四
四
頁
、
真
、　
〓

一七
二

（５２
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
九

一
七
頁
、
真
、　
≡

一七
五

（５３
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
五
九
〇
頁
、
真
、　
〓

一七
二

（５４
）

『事
理
供
養
御
書
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
〓
工
全
一頁
、
真
、　
〓
一七
工Ｃ

（５５
）

『種
種
御
振
舞
御
書
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、
九
七

一
頁
、
真
曽
、　
〓
一七
五
）



（５６
）

前
掲
、
兜
木
正
亨

『日
蓮
文
集
』
三
四
四
頁

（５７
）

『富
木
殿
御
返
事
』
亀
定
遺
』
第

一
巻
、
七
四
四
頁
、
真
、　
〓
一七
三
）

（５８
）

『開
目
抄
』
翁
定
遺
』
第

一
巻
、
五
六
〇
頁
、
真
曽
、　
〓
一七
二
一
）

（５９
）

『種
種
御
振
舞
御
書
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、
九
工舎
一頁
、
真
曽
、　
〓
一七
五
）

（６０
）

『報
恩
抄
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
〓
〓
二
九
頁
、
真
曽
、　
〓
一七
六
）

（６‐
）

『報
恩
抄
』
翁
定
痙漫

第
二
巻
、　
〓
一四
〇
頁
、
真
曽
、　
三
一七
工Ｃ

（６２
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
一
三
一一〇
頁
、
真
、　
〓

一七
五

（６３
）

『如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』
翁
定
遺
』
第

一
巻
、
七
一
一〇
頁
、
真
、　
三
一七
一こ

（６４
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
四
二
五
頁
、
断
真
、　
〓

エ
ハ
八

（６５
）

た
と
え
ば
、
「日
蓮
貧
道
の
身
と
生
レ
て
、
父
母
の
孝
養
心
に
た
ら
ず
、
国
の
恩
を
報
ず
べ
き
力
な
し
。
今
度
頚
を
法
華
経
に

奉
り
て
其
功
徳
を
父
母
に
回
向
せ
ん
。
其
あ
ま
り
は
弟
子
檀
那
等
に
は
ぶ
く

（配
当
）
べ
し
」
翁
定
遺
』
第
二
巻
、
九
エハ
エハ
～
九
六
七

頁
、
真
曽
、
三
一七
五
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
父
母
を
思
う
情
を
忘
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

（６６
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
四
二
五
頁
、
断
真
、　
〓

エ
ハ
八

（６７
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
三

一
一
七
頁
、
真
曽
、　
〓

一七
六

（６８
）

「僧
」
と
は
、
「の選
に
Ｆ

の
音
写
で
あ
る
僧
伽
の
略
。
衆

・
和
合
衆
と
漢
訳
す
る
。
三
宝
の

一
つ
。
団
体
の
意
味
で
、
比
丘

の
団
体
を
さ
す
。
す
な
わ
ち
、
三
人
か
五
人
以
上
の
比
丘
が

一
緒
に
集
ま
っ
て
修
行
す
る
団
体
の
こ
と
。
つ
ど
い
。
共
同
体
的
な

仏
教
教
団
」
と
い
う
イ
ン
ド
に
お
け
る
も
と
も
と
の
立
場
か
ら
、
「後
世
、
シ
ナ
や
日
本
で
は
、
こ
の
団
体
の
中
の
個
々
の
人
々

を
さ
す
。
す
な
わ
ち
仏
門
に
入

っ
て
袈
裟
を
着
け
て
仏
道
を
伝
え
る
者
の
こ
と
。
出
家
し
た
男
子
。
個
人
と
し
て
の
修
行
僧
。
後

日
逹
空
人
に
お
け
る
虫
家
ｏ
本
家
。
偕



生
に
は
比
丘
を
僧
、
比
丘
尼
を
尼
と
い
い
、
僧
尼
と
並
称
す
る
」
と
、
そ
の
語
の
指
す
内
容
に
変
化
が
あ

っ
た

（中
村
元

『佛
教

語
大
辞
典
』
東
京
書
籍
、　
一
九
八
五
年
、
八
七
三
頁
）。
だ
が
、
小
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
ず
、
御
遺
文
に
み
ら
れ

る

「僧
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
に
止
め
る
。

（６９
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
四
四
人
頁
、
真
、　
〓

エ
ハ
九

（７０
）

『定
遺
』
第

一
巻
、　
一
七
〇
頁
、
真
、　
≡

エ
ハ
○

（７‐
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
七

一
九
頁
、
真
、　
〓

一七
三

（７２
）

『定
遺
』
第

一
巻
、　
一
一
九
頁
、
真
曽
、　
〓

一五
九

（７３
）

『定
遺
』
第

一
巻
、　
三
全

一頁
、
真
、　
〓

エ
ハ
○

（７４
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
二

一
九
頁
、
真
、　
〓

エ
ハ
○
。
ま
た
同
御
遺
文
に
は
、
『災
難
対
治
砂
』
と
同
様
に
、
「余
、
善
比
丘
の

身
た
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
仏
法
中
怨
の
責
を
遁
れ
ん
が
た
め
に
、
た
だ
大
綱
を
撮
つ
て
ほ
ぼ

一
端
を
示
す
」
翁
定
遺
』
第

一
巻
、

二
一
九
頁
）
の

一
節
も
見
え
る
。

（７５
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
六
〇
七
頁
、
真
曽
、　
〓

一七
二

（７６
）

『如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』
に
み
え
る

「摂
受
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
株
橋
日
涌
上
人
は
以
下
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。
「我
々
僧
侶
は
柔
和
忍
辱
の
衣
を
着
る
の
で
す
か
ら
、
外
の
折
伏
は
出
来
な
い
の
で
、
日
だ
け
の
折
伏
で
す
。
日

は
折
伏
で
す
が
、
外
の
方
は
摂
受
で
す
。
そ
れ
は
衣
を
着
て
い
る
か
ら
で

『本
尊
砂
』
に
、
『折
伏
を
行
ず
る
時
は
賢
王
と
成
て

愚
王
を
誠
責
し
、
摂
受
を
行
ず
る
時
は
、
僧
と
成
て
正
法
を
弘
持
す
。』
と
あ
り
ま
す
。
（中
略
）
俗
人
は
外
で
も

っ
て
折
伏
を
し
、

僧
は
口
で
も

っ
て
折
伏
を
す
る
。
僧
た
る
も
の
は
外
は
摂
受
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
」
（株
橋
日
涌
上
人

『観
心

本
尊
紗
講
義
』
下
巻
、
法
華
宗
宗
務
院
刊
、　
一
九
八
七
年
、
九
九
二
頁
）。



（７７
）

『定
遺
』
第

一
巻
、
四
四
五
頁
、
真
、　
≡

エ
ハ
九

（７８
）

『
一
谷
入
道
御
書
』
亀
定
遺
』
第
二
巻
、
九
九
六
頁
、
断
真
、

（７９
）

『上
野
殿
御
返
事
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
一
七
二
一
頁
、
真
、

（８０
）

『南
條
殿
御
返
事
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
一
〇
七
九
頁
、
断
真
、
一
二
七
五
）

（８‐
）

『四
條
金
吾
殿
御
返
事
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
三
二
全

頁
、
真
、　
三
一七
七
）

（８２
）

『高
橋
入
道
殿
御
返
事
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
一
〇
八
八
頁
、
断
真
、　
三
一七
五
）

（８３
）

『松
野
殿
女
房
御
返
事
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
三
ハ
五
一
頁
、
断
真
、　
〓
一七
九
）

（８４
）

『松
野
殿
御
返
事
」
亀
定
遺
』
第
二
巻
、　
一
四
四
二
頁
、
断
真
、　
〓
一七
八
）

（８５
）

『妙
心
尼
御
前
御
返
事
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
一
一
〇
四
頁
、
真
曽
、　
〓
一七
五
）

（８６
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
一
〇
五
三
頁
、
真
、　
〓

一七
五

（８７
）

な
お
、
こ
の

一
文
を
指
し
た
高
木
豊
氏
の

「
こ
の
日
蓮
の
発
言
に
み
ら
れ
る
王
地
に
お
け
る
肉
体
の
拘
束
と
心
の
非
拘
束
と

は
、
日
蓮
に
お
け
る
娑
婆
の
現
実
と
理
念
を
示
し
て
い
よ
う
」
翁
日
蓮
に
お
け
る

〈娑
婆
〉
の
理
念
と
現
実
」
『日
本
学
』

一
〇
号
、

一
九
八
七
年
十
二
月
、　
三
一一五
頁

〔の
ち
、
前
掲
、
高
木
豊

『日
蓮
孜
』
二
六
五
頁
に
再
録
〕

と
の
指
摘
に
も
、
小
稿
の
見
解
と
共
通

す
る
所
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（８８
）

『御
衣
並
単
衣
御
書
』
翁
定
遺
』
第
二
巻
、　
一
一
一
一
頁
、
真
、　
〓
一七
五
）

（８９
）

『定
遺
』
第
二
巻
、　
一
〇
五
三
頁
、
真
、　
≡

一七
五

（９０
）

前
掲
、
高
木
豊

「
日
蓮
の
門
弟
」
六
三
頁

（前
掲
、
同

『日
蓮
孜
』
三
〇
三
頁
）

曰
違

空

人

に
お
け

る
虫
家

，
本
家

・
偕

二
七
五
）

二
七
九
）



〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉
　

日
蓮
聖
人
　
出
世
間
　
出
家
　
在
家
　
僧

小
稿
は
、
興
隆
学
林
専
門
学
校
に
提
出
し
た
平
成
十
六
年
度
卒
業
論
文

「日
蓮
聖
人
に
お
け
る
出
家
と
在
家
」
を
大
幅
に
加
筆

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
卒
業
論
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
主
査
株
橋
隆
真
先
生
、
副
査
平
島
盛
龍
先
生
に
細
部
に
至
る
ま

で
の
御
指
導
を
頂
い
た
。
ま
た
、
卒
業
論
文
を
も
と
に
口
頭
発
表
を
行

っ
た
第
四
四
回
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会

（平
成
十
八

年
九
月
十
二
日
、
於
メ
ル
パ
ル
ク
大
阪
）
で
は
、
出
席
さ
れ
た
諸
先
生
方
か
ら
貴
重
な
御
教
示
を
賜

っ
た
。
こ
れ
ま
で
御
指
導
頂

い
た
諸
先
生
方
と
と
も
に
、
併
せ
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

付

言己


